　 　
利用契約書
　　　　　　　　　　　　　　（●●●●サービス用）







	法人名
	●●●●

	施設･事業所名
	●●●●

	代表者名
	●●●●

	管理者名
	●●●●

	所在地
	●●●●

	電話番号
	●●●●

	契約日
	令和　　年　　月　　日









　　　　　　　（以下「利用者」という。）と●●●●（以下「事業者」という。）は、利用者に対し提供する●●●●サービスについて、次のとおり契約します。

第１条（契約の目的）
この契約は、法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とします。

第２条（契約期間）
この契約の期間は、令和●●年●●月●●日からとします。
　ただし、利用者から事業者に対し、文書により契約終了の申し出がない場合、
かつ利用者の給付費支給期間が更新された場合、契約は自動更新されるものと
します。　　

第３条（個別支援計画）
１　事業者は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者が希望する生活や課題等の把握を行い、適切な支援内容を検討し、個別支援計画を作成します。
２　事業者は、個別支援計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ることとします。
３  事業者は、個別支援計画作成後、実施状況の把握を行い、少なくとも６ヶ月に１回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者又はその家族に説明をし、文書により同意を得ることとします。

第４条（サービス内容）
１　事業者は、利用者に個別支援計画に基づいて、重要事項説明書に記載するサービスを提供します。ただし緊急にサービスが必要な場合には、サービス計画を作成する前でもサービスを提供します。
　　なお、契約支給量等については、受給者証に記載のとおりです。　
２　要介護又は要支援認定前にサービスを提供する場合、認定後に提供する内
容見直しの必要があります。この場合、要介護・要支援認定後に契約継続の意
思確認を行う必要があります。（※介護）


第５条（利用料金）
１　利用者は、重要事項説明書に記載する対象サービスに対して、利用者負担額
を事業者に支払います。なお、給付費の額については、事業者が市町村から代
理受領いたしますので、利用者が直接支払う必要はありません。
２　利用者は、重要事項説明書に記載する対象外サービスに対して、所定の料金
を事業者に支払います。
３　想定した要介護・要支援と異なる認定結果となった場合、利用者の負担に変
更が生じることがあります。（※介護）

第６条（利用料の支払い方法）
１　利用者は、前条第１項及び第２項に定める額の合計額（以下「利用料金」と
いう。）を月ごとに事業者に支払います。
２　事業者は、利用料金に係る請求書を利用月の翌月●日までに利用者に通知
します。
３　利用者は、請求があった利用料金について、利用月の翌月●日までに事業者
に支払います。
４　事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収証を交
付します。

第７条（説明義務）
事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明を
行います。

第８条（安全配慮義務）
事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮
します。　　

第９条（緊急時の援助）
１　事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに
協力医療機関又は利用者の指定する医療機関への連絡を行う等の必要な措置
を講じます。
２　前項のほか、事業者は、利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者及び
その家族が指定する者に対し緊急に連絡します。



第１０条（身体拘束の禁止）
事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

第１１条（秘密の保持）
１　事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。
２　事業者は、他のサービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際
は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ることとします。
３　前項の規定にかかわらず、サービスの質の向上を目的とした第三者評価機
関による審査を受ける場合、事業者が利用者の個人情報を用いることに、利用者は同意します。

第１２条（苦情解決）
１　利用者及びその家族は、事業者が提供するサービスに関して、いつでも重要
事項説明書に記載する苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
２　事業者は、苦情が申し立てられた場合、速やかに事実関係を確認し、改善の
必要性及びその方法等について、利用者又は家族に文書で報告します。
３　事業者は、利用者及びその家族が苦情を申し立てたことを理由として、利用
者に対し、不利益となるような対応はしません。　

第１３条（契約の終了事由・契約終了に伴う援助）
１　契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り本契約に定めるとこ
ろに従い事業者が提供するサービス利用することができるものとします。
①　契約者が死亡した場合
②　要介護認定又は要支援認定により契約者の心身の状況が自立と判定され
た場（※介護）
③　事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由に
より事業所を閉鎖した場合
④　事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
（※介護）
⑤　第１４条から第１５条に基づき本契約が解約又は解除された場合
２　事業者は、前項第１号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況・置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うように努めるものとします。
３　第１項②の場合、利用料は全額利用者負担となります。
４　想定した要介護・要支援と異なる認定結果となった場合、契約が終了する場合があります。（※介護）

第１４条（契約者からの途中解約）
１　契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。
　　この場合には、契約者は契約終了を希望する日の●日前までに文書で通知
する等連絡または訪問時に口頭で通知することによりこの契約を解除する
ことができます。
２　契約者は以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することが
できます。
　①　契約者が入院した場合
　②　契約者に係る居宅サービス契約（ケアプラン）が変更された場合
　
第１５条（契約者からの契約解除）
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行っ
た場合には、本契約を解除することができます。
1 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問サービスを実施しない場合
2 事業者もしくはサービス従事者が第１１条に定める守秘義務に違反した場合
3 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者もしくはその家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
　　　
第１６条（事業者からの契約解除）
１　事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除すること
ができます。
　①契約者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故
　　意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた
　　い重大な事情を生じさせた場合
　②契約者によりサービス利用料金の支払いが●月以上遅延し、相当期間を定
　　めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
　③契約者が故意又は重大な過失により、事業者もしくはサービス従事者の生
命・身体・財産・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を 行うことなど
によって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

第１７条（損害賠償）
１　事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、速やかに関係市
町村及び利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
２　事業者は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生し
た場合は、速やかに損害賠償するものとします。

第１８条（協議事項）
この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は関
係法の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。

第１９条（裁判管轄）
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、●●●●の所在地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを合意します。

上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。

令和　　年　　月　　日
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